
 

 

 

  

経営計画 

令和８年３月 

 

 

一般社団法人バス協調・共創プラットフォームひろしま 

（令和７年度～令和１１年度） 

【アクションプラン】 



 

 

 

  



 

 

■ アクションプランの位置づけ 
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相生通りを中心に都心部のバス停の環境改善 

を目指し、バス停の集約・ストレート化及び空間整 

備等を進めるほか、市域内の「基幹バス」（共同運 

行路線や幹線軸など）の主要なバス停においても 

空間整備等を進めます。 

 

 

 

 

 

■ 実施スケジュール 

 令和７年度       令和８年度       令和９年度      令和１０年度     令和１１年度 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■ 概算事業費 

 令和７年度       令和８年度        令和９年度      令和１０年度     令和１１年度 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

戦略１ 利用者目線での徹底した利便性向上 

バス停の乗継環境・待合空間の改善 重点取組 

 

 

 

取組方針

の検討 

 

 

  

集約の実施 

・バス停集約

の将来イメ

ージ等の検

討及び関係

者との調整  

 
・情報発信の企画

立案 

ストレート化の検

討と空間整備の

企画立案 

実施による障害の少ないバス停から集約 

 ストレート化の実施 

集約後のバス停を中心とした都心部バス停のストレート化 

１０万円 
 
バス停集約 １箇所 

 （案内表示の刷新） 

3，800 万円 
 
・バス停集約 １箇所 

（標柱撤去など） 
・バスロケ高度化 27 基 

3,7００万円        2,8００万円         6,3０0 万円 
 
・バス停集約（上屋・標柱の移設、バスロケ設置など) 6 箇所 

・利用者の多いバス停における上屋・ベンチ整備 １箇所/年 

 

＜相生通りのバス停集約のイメージ＞ 

➤ バス停のストレート化については、道路管理者である国または市が実施主体となる。 

 

※バス停名称は、集約に合わせて変更する場合がある 集約後のバス停 

➤令和 8 年３月に集約した「紙

屋町（原爆ドーム前）」バス停

に掲示したわかりやすいデザ

インの路線図 

 

  都心部のバス停等における統一したわかりやすい時刻表・路線図の掲示など 

などの情報発信を進める 

情報発信の実施 

 

施 

都心部のバス停等における上屋・ベンチ等の設置 

空間整備の実施 

 

施 

② ① ③ ④ ⑤ 

⑦ ⑧ ⑨ ⑩ 

そごう 

原爆 

ドーム 
福屋 三越 ⑥ 

令和８年３月に

３箇所のバス停

を１箇所に集約 
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定時性・速達性の向上のため、運行適正化などバス事業者主体の取組を推進するとともに、バ

スが運行しやすい道路環境整備の早期実現を目指し、市の協力も得ながら関係機関との調整を

進めます。 

 

■ 実施スケジュール 
 
 令和７年度       令和８年度        令和９年度      令和１０年度     令和１１年度 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■ 概算事業費 
 
 令和７年度       令和８年度        令和９年度      令和１０年度     令和１１年度 

 

 

 

 

 

 

  

 

定時性・速達性の向上 

 

 

 

取組方針の検討 

 

・対策が必要な路

線の抽出と対策

の方向性の検討 

・対象路線の遅延

状況等調査 

 

 

現況を踏まえた具

体的対策の検討と

関係者との調整 

企画立案 

 

定時性・速達性向上策の実施（運行適正化など） 

主要なバス停にお

ける全扉降車の試

行実施 

準備が整ったものから順次実施 

人工衛星によりバスの位置情報を把握し、交差

点に近づいたことを認識すると青信号が最大

10 秒延長する「バス優先信号システム」 

（神戸市が令和 6、７年度に実証実験を実施） 

➤ 道路環境整備については、交通管理者である県警や道路管理者である国または市が実施主体となる。 

➤ バス優先信号の拡充については、リアルタイムな信号制御が可能な新たな優先信号システムの活用も視野に入 

れて、今後、具体的に調査・検討することになる。 

（想定される施策例） 

・主要なバス停における全扉降車の実施 

・バスの過密区間における便数の削減 

・基幹バスにおける急行便の拡充 

（想定される施策例） 

・バス専用・優先レーンの実効性確保 

・バス優先信号の拡充 

・ボトルネック交差点の改良 

定時性・速達性向上策の実施（道路環境整備） 

準備が整ったものから順次実施 

（未計上） 

・令和８年度の企画立案で決定した定時性・速達性向上策の実施 

どの扉からも降車でき、停車時間

の短縮が期待できる「全扉降車」 
バスの定時性を確保する

ための「バス専用レーン」 
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ゾーン運賃やダイナミックプライシングなど新たな運賃制度の導入に向けた中長期的な取組を推

進するとともに、短期的な取組を順次実施していきます。 
 

■ 実施スケジュール 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■ 概算事業費 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 戦略２ 潜在的あるいは新たな移動需要の掘り起こしと利用促進 重点取組 

運賃設定の多様化による潜在的な需要の掘

り起こしと利用促進 

他分野や他の交通モードとの連携による新

たな需要の掘り起こしと利用促進 

令和７年度 令和８年度 

令和９年度 

令和１１年度 
取組方針の検討  

 

企画立案 実施準備 新たな運賃制度の段階的な

導入と効果検証 
【中長期】 

先行事例を踏まえた

ゾーン運賃、ダイナミ

ックプライシングの方

向性の検討 

 

ダイナミックプラ

イシング機能を追

加するシステム改

修など 

・特定の時季や時間帯でのダイナミ

ックプライシング 

・方面別の新たな運賃設定 

 （均一運賃エリア、エリアフリーパ

スなど） 

 

 

秋のイベントと連携 

したバスデジタルス 

タンプラリー等を先 

行実施 

ゾーン運賃等

の実施内容の

具体化や関係

者調整など 

短期の利用促進策を順次実施 

・各種のデータ分析結果や収支予測等などを経て、まとまったものから順次実施 

・実施後、効果検証の結果を踏まえて適宜内容を見直し 

【短期】 

「ターゲットに応じた 

柔軟な運賃設定の検 

討」や「施設等と連携 

したバス利用のきっ 

かけづくり」等の施策

検討 

令和８年度 

240 万円 

・収支予測 

（業務委託） 

令和９年度 令和１０年度 令和７年度 

６０万円 

スタンプラリーの実施

（広報費・消耗品費） 

➤ 必要に応じて、独占禁止法特例法に基づく共同経営計画策定や、国への制度見直しの働きかけなどを行うことに

なる。 

➤ 中長期の取組については、戦略３の取組との連携を図りながら進める。 

中
長
期 

特定の方面でのゾーン

運賃等の試行 

短
期 

（未計上） 

システム改修 
（ダイナミックプライ

シング機能追加） 

令和１０年度 

令和１１年度 

300 万円 

・収支予測 

（業務委託） 

300 万円 

・収支予測 

（業務委託） 

300 万円 

・収支予測 

（業務委託） 

令和９年度 令和１１年度 

（想定される施策例） 

・こども向けの夏休みフリーパスの販売 

・乗継利用者向けの割引サービスの拡充 

・企業単位等大口利用者向けの割引定期券の販売 

・観光施設の入場券とバスの乗車券をセットにした利用促進キャンペーンの実施 

・電車やアストラムライン、船舶等と連携したエリアフリーパスの販売  
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秋のイベントと連携したデジタルスタンプラリーと、利便性を高めた乗車券

（デジタルシティパスの利用時間を延長）を組み合わせて展開＜令和７年度＞ 

ダイナミックプライシングの事例 

（富士急バス） 



 

 

 

 

 

各社単独ではない複数社が一体となった全体最適なネットワークの実現に向けて、現在、供給過

剰又は供給不足となっている路線群を、令和１１年度までに方面別に需要や地域特性に応じた持続

可能で使いやすいものへと再編するとともに（「方面別の運行適正化」）、中心部での共同運行によ

る新たな循環線等の導入や、都心と郊外を結ぶ幹線軸での路線の共同運行化などを進めます。 

また、将来の市内全域での質の高いサービス提供を見据えて、まずは「基幹バス」（共同運行路線

や幹線軸など）の決済手法、運賃体系の共通化やインフラの共同化などに取り組みます。 

なお、こうした取組に当たっては、オープンデータや可視化ツールを活用し、PDCA を着実に推

進します。 

 

■ 実施スケジュール 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■ 概算事業費 

 

 

 

 

 

 

 

令和 11 年度 

バスネットワーク
の将来イメージ
の共有 

・市域全体での運行

形態のあり方やそこ

に向けた展開イメー

ジの共有 

「共同運行路線の拡充」 
の企画立案 

・中心部の新たな循環線等の導入
や幹線軸の共同運行化など 

（必要に応じて実証運行も実施） 

「共同運行路線の拡充」の実施 

・運行計画がまとまった路線から順次着手 

「基幹バスのサービス共通化」 
の実施 

・決済手法の共通化 
・基幹バスと支線バスとの通し運賃化 

「基幹バスのサービス共通化」 
の企画立案 

・決済手法、運賃体系の共通化 

（インフラ施設の共同化は戦略４へ） 

実施準備 

・システム

改修等 

戦略３ 
需要に応じたサービスを安定的に供給できる持続可能なバス

ネットワークの構築 重点取組 

➤ 必要に応じて、独占禁止法特例法に基づく共同経営計画の策定を行うことになる。 

➤ 「方面別の運行適正化」や「共同運行路線の拡充」などの取組を進めるに当たっては、バスネットワークが他の交通モー

ドと一体的に機能するものとなるよう、全体最適を目指す。 

バス事業者間や他の交通モードとの連携による
全体最適なバスネットワーク等の構築 

喫緊の再編方針 
の整理 

・供給過剰又は供給不
足の路線群を対象に、

「方面別の運行適正
化」の方向性を整理 

令和７年度 令和８年度 令和９年度 令和 10 年度 

「方面別の運行適正化」の推進 

・小規模な生活交通への転換を含め、運行計画がまとまった方面から順次着手 

 （必要に応じて実証運行を行い、データ分析による検証を経て本格運行化） 

・一体的な利用が見込まれる路線間での決済手法の共通化を図るほか、「基幹バスのサービ

ス共通化」の動きを踏まえたサービス向上策を適宜展開 

３,８00 万円 

・再編案立案等に要す

るデータ分析 

・再編に向けた実証運

行 など 

６,７00 万円 

・再編案立案等に要す

るデータ分析 

・再編に向けた実証運行 

 （小型車両の導入含

む） 

・運賃プールの制度設

計及びシミュレーショ

ン など 

8,000 万円 

・再編案立案等に要す

るデータ分析 

・再編に向けた実証運

行※ など 

8,000 万円 

・再編案立案等に要するデータ分析 

・再編に向けた実証運行※ など 

※再編内容に応じ、今後、小型車両の導入経費を追加 

バス事業者間での乗降者数等のデータの共
有及び継続的な活用 

（未計上） 

・運賃プール精算のた

めのシステム設計 

・決済システム改修 

（未計上） 

・運賃プール精算システムの維持管理 

令和７年度 令和８年度 令和９年度 令和 10 年度 令和 11 年度 

運賃プール制の設計 試行と修正設計 一部路線への運賃プール制の導入 

データの共有及び継続的な活用 

・オープンデータや可視化ツールを活用した多面的かつ客観的な分析を行い、PDCA を着実に推進 
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広島港

勝木

大林

可部上市

新井口駅

➆東部方面(矢野・熊野)
・路線重複の解消による運行の効率化
とネットワークの分かりやすさの向上

・ルートの見直しなどによる矢野駅への
速達性向上や、熊野町内の商業施
設等へのアクセス性向上

⑥東部方面(海田・瀬野)

・山陽本線と並走する一部路線の瀬
野駅でのフィーダー化や、利用状況を
踏まえた車両の小型化を検討
・大州通りにおける路線重複（芸陽・
広電・広バス）の解消、解消に合わ
せた等間隔運行化

④西部方面
・一部の路線を地毛での乗り継ぎを前提とした路線
網へ再編することによる運行の効率化

・各団地と地毛との間の等間隔運行化及び地毛への
待合環境の整備

・地毛・五日市駅と団地とを結ぶ路線の新設

広電

広電

芸陽 広電 広ﾊﾞｽ
瀬野駅

西広島駅

方面別の運行適正化のイメージ

令和８年度の実証運行及び令和９年度からの
段階的な本格運行を目指す

令和８年度から段階的に取組を
進める

令和８年度上期を目途に、適正
化の方針について結論を得る

あさひが丘

安川通り沿線

大州通り

安芸矢口駅

五日市駅

地毛

矢野駅

広島駅

〔広島バス29号線・矢賀経由〕
R5年度・R6年度の実証運行を
経て、R8年3月より本格運行化

※本イメージは令和８年３月までの議論の状況を取りまとめたものであり、進捗に応じて適宜更新します。
※運行適正化の実施に当たっては、広島市が設定した「ネットワーク軸と目指すべきサービス水準（別紙）」を踏まえつつ進めます。
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久地

①北部方面
・幹線と枝線の明確化による運行の効率化

・枝線のうち、可部以南との往来が少ないものについ
て、交通拠点におけるフィーダー化、複数路線の統
合による面的な運行、車両の小型化などを検討

・乗継地点における待合環境の整備やフィーダー区間
の増便など、利便性の維持・向上策も実施

広電広交 備北

令和８年度上期を目途に、適正化の方針につ
いて結論を得る

②アストラムライン沿線
〔あさひが丘・久地〕
・路線重複（フォーブル、広電）の解消、解消に合
わせた等間隔運行化

〔安川通り沿線〕
・高いサービス水準にありながら利用されていない路
線について、便数を削減し、車両・運転者を他路
線のサービス向上に活用

広電フォ 広交

令和８年度以降、一部路線で実証運行を行い、
令和９年度から段階的に本格運行化する

③己斐方面
・利用が少なく採算性が低下している路線について、
車両の小型化により持続性を確保しつつ、きめ細や
かなルートとすることで利便性を向上

・西広島駅北口広場（整備中）への乗り入れによ
る、鉄軌道駅への所要時間の短縮や定時性向上

ＨＤ

令和８年度に実証運行を行い、令和９年度か
らの本格運行を目指す

⑤高陽方面
・幹線において、重複区間（広交・
JR）の等間隔運行化や、供給過剰
となっている時間帯における便数の削
減

・高陽地区以南との往来が少ない路
線を安芸矢口駅でフィーダー化し、地
区内移動に特化した路線を新設
（令和７年度の実証運行結果を分
析・評価し展開）

広交 ＪＲ 広ﾊﾞｽ

新設路線の運行形態について、
令和８年度中に結論を得る

【凡 例】

：適正化の対象となっている路線

（ は議論が具体化しているもの）

：現時点において、適正化の議論を先行
的に進めているエリア

：現在の運行事業者・・・

・・・広島電鉄

・・・広島バス

・・・広島交通

・・・芸陽バス

広電

広交

広ﾊﾞｽ

フォ

備北

ＨＤ

ＪＲ

芸陽

・・・備北交通

・・・ＪＲバス中国

・・・ＨＤ西広島

・・・フォーブル

将来に向けた更なる取組のイメージ

・運行適正化の状況を踏まえながら、中心部での共同運行による新たな循環線及び交通拠点間を結
ぶ東西軸等の導入や（必要に応じて実証運行も実施）、都心と郊外を結ぶ幹線軸での路線の共同
運行化などを進める。

・また、長期的視点を持って、路面電車との適切な役割分担等による都心の過密解消と効率性の向
上にも取り組む。

地区センター

可部駅



 

 

 

 

 

 

 

 

【現時点で検討している各方面の再編内容】 
 

 

 

 

 
※ 令和８年３月までの議論の状況を踏まえ、③己斐方面、④西部方面、⑤高陽

方面、⑦東部方面（矢野・熊野）について掲載しています。 

※ 今後、その他の方面を追加するほか、今回掲載した方面も含めて、運行ルー

トや「ネットワーク軸と目指すべきサービス水準」を踏まえた運行便数などの

詳細な内容を順次追加するなど、検討の進捗に応じて適宜更新します。 
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 ⑴ 現状と問題点 

当方面は、県道伴広島線周辺に造成された複数の団地により形成されたエリアであ

り、公共交通はＪＲ山陽本線、広電宮島線・市内線、路線バスが運行されています。

このうち、路線バスは西広島駅や都心方面との間の輸送を担っていますが、以下の問

題点を有しています。 

• 2018 年度に約 7,300 人/日であっ

たエリア全体の利用者数は、コロ

ナ禍により 2020 年度に約 5,200

人/日に減少。その後、2024 年度

時点で約 6,000 人/日まで回復し

たが、コロナ渦前の水準まで回復

しておらず、採算性が低い 

• 八幡川の谷筋周辺や団地内には狭

隘、急こう配の道路が多く、大型車両での運行が困難であることから、需要が想

定されるもののサービスを提供できていないエリアがある。また、西広島駅北口

地区も道路が狭隘なため、全てのバス路線が南口へ向かっているが、時間帯によ

って生じる己斐橋西詰交差点の混雑により、鉄軌道駅へのアクセスに時間を要し

ている 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③ 己斐方面                                          ＨＤ西広島 

【現行のバスネットワーク】 

五月が丘団地
28便/日

便数は平日の上り方面（西広島駅、八丁堀方面）

石内東
ジ アウトレット広島

39便/日

共立ハイツ
明山台
9便/日

共立ハイツ
高須台
36便/日

大迫団地
42便/日

フジハイツ
12便/日

イトーピア
10便/日

広電己斐団地
32便/日

西広島駅

己斐橋西詰
交差点

【１日当たり利用者数の推移】 

0

2,000

4,000

6,000

8,000

（人）

▲29％ ▲19％ 
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 ⑵ 再編の方向性 

➢ 採算性の向上 

特に利用が少なく採算性が低下している

路線について、車両の小型化により運行

経費を縮減し、採算性を向上させる 

➢ 小型車両の導入 

・狭隘な道路への乗り入れにより新たなエ

リアでサービスを提供し、潜在的な移動

需要の掘り起こしを行う 

➢ 再編に合わせた利便性向上 

・バス停以外の希望の場所で乗降できる、

フリー乗降区間の新設 

・一部の路線を 2026 年 3 月暫定供用予定の

西広島駅北口駅前広場発着とすることに

よる鉄軌道駅への所要時間の短縮や、己

斐橋西詰交差点を経由しないことによる

定時性の向上 

 

 

 

 

 

 

 

 

➢ 将来的なネットワークのあり方の検討 

アストラムラインの西広島駅までの延伸

及び都市計画道路己斐中央線の整備な

ど、周辺環境の変化を見据えたバスネッ

トワークを検討する 

 

⑶ 再編スケジュール 

 

 

 

  

出典：広島市ホームページ 

出典：広島市ホームページ 

【小型車両による運行】 

【フリー乗降区間の新設】 

【西広島駅北口駅前広場（イメージ）】 

【都市機能の集積が進む西広島駅周辺地区】 

Ｒ７年度 Ｒ８年度 Ｒ９年度 Ｒ１０年度 Ｒ１１年度

採算性の向上、小型
車両の導入、再編に
合わせた利便性向上

…協議調整、再編案立案、実証運行など …本格運行
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 ⑴ 現状と問題点 

当方面の五日市地区は、八幡川や岡ノ下川の上流に複数の団地が造成され、下流には

住宅や生活関連施設（商業施設、病院等）が集積しており、公共交通はＪＲ山陽本線、

広電宮島線、路線バス、オンデマンド交通が運行されています。このうち、路線バスは

主に五日市駅方面や都心方面との間の輸送を担っていますが、以下の問題点を有してい

ます。 

・朝夕のピーク時以外は利用者が少なく、採算性が低い 

・日中は、都心方面へ向かう人よりも地区内で移動する

人の方が多いが、バスは終日、当該地区と都心方面と

の間を直通運行しており、需要と供給が一致していな

い 

・各団地からは、五日市駅方面と都心方面の２つの路線

が運行しているが、五日市駅方面はＪＲ山陽本線の発車

時刻に合わせたダイヤに、都心方面は広島バスセンター

周辺への通勤利用者の利便性を考慮したダイヤにされて

いるなどの理由により、両者の運行間隔が調整できず、団子運転となっている 

・コイン通りなど慢性的に渋滞する道路を回避して運行されているため、人口密集地

にも関わらず、サービスを提供できていないエリアがある 

〔藤の木団地〕

〔彩が丘団地〕

〔薬師が丘団地〕

〔東観音台団地〕

五日市駅
廿日市方面

地毛

湯来方面 五日市駅(北口)方面
53便/日

都心方面
15便/日

五日市駅(北口)方面
51便/日

都心方面
19便/日

五日市駅(北口)方面
22便/日

都心方面
24便/日

五日市駅(北口)方面
5便/日

五日市駅(南口)方面
40便/日

都心方面
21便/日

都心方面

都心方面

都心方面

④ 西部方面                                           広島電鉄 

【東観音台団地の時刻表】 

【現行の主なバスネットワーク】 

分時

25 306

00 05    35 407

15    33    55      8

18    309

13 1510

00 03       4511

バ 五

五

五 五

五

五

五

五 五

バ

バ

バ

バ

バ

バ

（五：五日市駅方面、バ：広島バスセンター方面）
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 ⑵ 再編の方向性 

➢ 地毛を中心とした再編による効率性の向上 

・各団地から２つの路線が運行されているとこ

ろを、「五日市駅方面行きをメインとする団

地」と「都心方面行きをメインとする団地」

に再編し、直通便がない方面への移動は地毛

での乗り継ぎを基本とすることで運行の効率

化を図る 

➢ 再編に合わせた利便性向上 

・各団地と地毛との間のダイヤを等間隔化する 

・地毛での乗り継ぎを円滑化するため、待合環

境を整備する 

・運行効率化によりねん出した車両・運転者を活用し、一定の需要が想定できる

五日市駅や生活拠点と団地とを結ぶ路線の新設や、交通状況を踏まえたルート

変更を検討する 

➢ 更なる運行効率化 

五日市駅北口広場に出発時間の調整のための待機場所を確保することや、地区内

に、待合場所や運転者の休憩施設等のターミナル機能を有する運行拠点を新設す

ることの可能性を探る 

  

【再編イメージ】 

五日市駅
廿日市方面

地毛

湯来方面

都心方面

〔東観音台団地〕

〔薬師が丘団地〕

都心方面

…路線の新設を検討
するエリア

〔彩が丘団地〕

〔藤の木団地〕

出典：Google マップ 

【地毛バス停（下り）の現状】 

出典：国土交通省ホームページ 出典：Google マップ 

【五日市駅北口広場】 【運行拠点の整備例】 
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⑶ 再編スケジュール 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Ｒ７年度 Ｒ８年度 Ｒ９年度 Ｒ１０年度 Ｒ１１年度

地毛を中心とした再編
による効率性の向上、
再編に合わせた利便性
向上

…協議調整、再編案立案、実証運行など …本格運行
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 ⑴ 現状と問題点 

当方面は、主要地方道広島三次線の南北に造成された複数の団地により形成された

エリアであり、公共交通はＪＲ芸備線、路線バス、乗合タクシー等が運行されていま

す。このうち、路線バスは主に広島交通、ＪＲバス中国の２社が都心方面との間の輸

送を担っていますが、以下の問題点を有しています。 

・各団地を発着する路線が重複す

る幹線区間（主要地方道広島三

次線）では、運行頻度は高いも

のの団子運転となっているほ

か、朝夕のピーク時以外はバス

の利用者が少なく、非効率な運

行となっている 

・いずれの団地も、日中は、都心方面へ向かう人よりも地区内で移動する人が多い

が、バスは終日、各団地と都心方面との間を直通運行しており、需要と供給が一

致していない 

・一定の人口規模があるにも関わらずバスの便数が少なく、日中に運行がない時間

帯のある団地がある 

 

 

Ａ社

Ｂ社

Ｃ社

３社を合わせると

都心方面
人口はR5.12月末時点
便数は平日の都心方面

安芸矢口駅

矢口が丘
（3,487人）
９便/日

高陽台
（1,819人）
６便/日

Ｃ団地
（4,380人）
３７便/日

Ａ団地
（7,531人）
６０便/日

高陽車庫

深川台
（1,488人）
１３便/日

玖村駅

下深川駅

中深川駅

Ｂ団地
（6,329人）
１４便/日

⑤ 高陽方面                           広島交通 JR バス中国 広島バス 

【現行のバスネットワーク】 

【団子運行（イメージ）】 

矢口が丘・高陽台の時刻表（都心方面） 

矢口が丘上バス停

分時

546

07             547

54      8

349

2410

11

12

2813

14

1815

0416

17

18

高陽台上バス停

分時

6

327

54      8

259

10

11

12

1913

14

15

0516

17

3818
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 ⑵ 再編の方向性 

➢ 幹線区間の運行適正化 

広島交通・ＪＲバス中国が

重複して非効率な運行とな

っている幹線区間のダイヤ

を等間隔化することで使い

やすさを向上させるほか、

供給過剰となっている時間

帯の便数を削減し、適正化

を図る 

➢ 路線の新設（下図参照） 

・令和７年度の実証運行の結果を踏まえ、日中に、高陽地区以南との利用者の往

来が少ない路線を安芸矢口駅でフィーダー化し、沿線の団地と地区内の主な目

的地（安芸矢口駅や地区センターなど）とを結ぶ「路線の新設」を検討する 

・安芸矢口駅以南の運行を取りやめることによりねん出した車両・運転者を活用

し、団地から幹線までの間の運行回数を増加することについても併せて検討す

る 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑶ 再編スケジュール 

 

 

 

 

 

 

  

Ａ社

Ｂ社

Ｃ社

３社を合わせると

【再編前】 

※高陽台、矢口が丘を
経由する路線のみ表
記しています

現状の都心方面のルート(９時台～１６時台)

高陽車庫

フジグラン高陽
（地区センター）

高陽台

矢口が丘

① 深川台→地区センター →矢口が丘 →都心

② 高陽車庫 →矢口が丘 →都心

③ 高陽台 →矢口が丘 →都心

④ 高陽台 →都心

④

③

②

①

山陽自動車道

【再編イメージ】 

令和７年度実証運行時のルート
(９時台～１６時台)

安芸矢口駅

矢口が丘

高陽台

高陽車庫
（起終点）

実証運行便

都心方面直通便

フジグラン高陽
（地区センター）

下岩の上

矢口上

矢口駅前
（起終点）

矢口
（下り）

安芸矢口駅方面

高陽車庫方面

実証運行便と都心
方面直通便を
ICOCAで乗り継
ぐ場合に割引が適
用されるバス停

山陽自動車道

拡大図

安芸矢口駅

【等間隔化（イメージ）】 

Ｒ７年度 Ｒ８年度 Ｒ９年度 Ｒ１０年度 Ｒ１１年度

幹線区間の運行適正化、
路線の新設

…協議調整、再編案立案、実証運行など …本格運行
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参考（令和７年度実証運行時における取組） 

車庫や休憩施設の共同利用 

  

 

商業施設でのバスの到着予定時刻の案内 安芸矢口駅での乗換案内（バス時刻表の掲示） 

  

 
 

 

 

 

ＪＲバス中国が広島交通の高陽車庫を利用 

ＪＲバス中国の運転手が、

広島交通の高陽営業所内の

休憩室を利用 
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 ⑴ 現状と問題点 

当方面は、安芸区矢野地区、熊野町、呉市昭和地区からなるエリアであり、公共交通

はＪＲ呉線、路線バス、コミュニティバスが運行されています。このうち、路線バスは

矢野駅や都心方面との間の輸送を担っていますが、以下の問題点を有しています。 

・熊野町と昭和地区との間は複数のバス

路線が重複し運行本数が多いが、朝夕

ピーク時以外は利用者が少なく、非効

率な運行となっている 

・車両・運転手の不足などにより、一定

の需要が想定されるもののサービスを

提供できていないエリアがあるほか、

朝ピーク時は矢野駅に向かう需要が大

半にも関わらず、大回りのルートとな

っており、移動に時間を要しているエ

リアがある 

・矢野地区には、住宅が密集しているにも関わらず狭隘な道路が多く、大型車両での

運行が困難であることから、需要が想定されるもののサービスを提供できていない

エリアがある 

矢野地区

昭和地区

熊野町

矢野駅

熊野萩原車庫

焼山営業所

呉方面

海田方面

東雲方面

苗代方面

【凡例】

：昭和地区発着

：熊野町発着

：呉方面発着

182便/日

302便/日

183便/日

73便/日

193便/日

60便/日

21便/日

26便/日

71便/日

便数は平日の都心方面

坂町

海田町

熊野営業所

⑦ 東部方面（矢野・熊野）                                   広島電鉄 

【住宅密集地の狭隘な道路（矢野地区）】 

出典：Google マップ 

【現行のバスネットワーク】 
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⑵ 再編の方向性 

➢ 路線重複の解消 

・熊野町と昭和地区との間で重

複している路線について、日

中の便を統合することによ

り、運行の効率化を図るとと

もに、ネットワークの分かり

やすさを向上させる 

・重複の解消によりねん出した

車両・運転者を活用し、需要

が想定できるエリアの増便を

行うほか、経由地やルートの

追加などにより、熊野町内の

商業施設等へのアクセス性向

上や矢野駅への速達性向上を

図る 

➢ 小型車両の導入 

潜在的な移動需要を掘り起こ

すため、小型車両の導入によ

る、狭隘な道路への乗入れや

バス停以外の希望の場所で乗

降できるフリー乗降区間の新

設を検討する 

 

 

 

 

⑶ 再編スケジュール 

 

 

 

 

 

  

現 状

再編後

拠点B

再編によりねん出した車両・運転者を他の路線で活用

拠点A

拠点B拠点A

【重複の解消（イメージ）】 

【小型車両による運行】 

Ｒ７年度 Ｒ８年度 Ｒ９年度 Ｒ１０年度 Ｒ１１年度

路線重複の解消

…協議調整、再編案立案、実証運行など …本格運行



バス路線の最適化に向けた「ネットワーク軸」と「目指すべきサービス水準」の設定について 
 

今後、プラットフォームがバス事業者と共同で進める路線再編のベースとするため、人の移動量、現状のバスの運行便数や利用者数などのデータを分析し、都市計画マスタープランの拠点地区や立地適正化計画

の誘導区域を考慮したうえで、各路線の利用者数の変化やまちづくりの観点を踏まえながら、「幹線」・「準幹線」のネットワーク軸を設定するとともに、路線・地域区分ごとに目指すべきサービス水準を設定する。 

ネットワーク軸とサービス水準の設定 

区分 設定の考え方 

幹線 
・都市の骨格として、拠点地区と都心間の移動手段をバスが担っている路線や区間 

・鉄軌道がバスと並行しているが、バスも主な移動手段を担っている路線や区間 

準幹線 
・拠点地区や幹線の接続地点への移動手段をバスが担っている路線や区間 

・鉄軌道が主な移動手段を担っているが、バスがそれを補完している路線や区間 

・ 幹線、準幹線以外のバス路線は、「枝線」として整理する。なお、枝線のうち、特に需要が少なくバスによる

運行の維持が難しい路線については、スクールバス、医療・福祉送迎バス、宿泊者送迎バスなどの地域の 

輸送資源をフル活用した輸送サービスの確保を検討する。 

・ 主にデルタ内のみで完結する路線や区間については、路面電車等の他の交通モードとの役割分担等を考

慮して別途設定する。 

目指すべきサービス水準と設定の考え方（オフピーク時） 

ネットワーク軸の設定の考え方 

区分 
サービス水準 

〔運行頻度〕 
設定の考え方 

ネット 

ワーク軸 

幹線 
おおむね１０分間隔 

（６本／時以上） 

・ 路線区分ごとに、オフピーク時

において利用者が概ね着席し

て乗車できる便数を設定※１ 

準幹線 
おおむね２０分間隔 

（３本／時以上） 

枝線 

人口密度が 

40 人／ha※２以上の地域 

30～60 分間隔 

（1～2 本／時以上） 

人口密度が 

40 人／ha

未満の地域 

主として 

居住誘導区域内 

おおむね 6０分間隔 

（1 本／時前後） ・  利用者がダイヤに合わせて 

計画的に行動できる最低限の

便数を設定 主として 

居住誘導区域外 
原則現状の運行間隔 

※１ 運行頻度は、１便あたりの輸送人数の上限を路線バスの座席数（30 席程度）とし、プラットフォームの利用促

進などの取組により利用者数が増加することを見込んで設定する。 

※２ 40 人／ha：人口集中地区（DID）における人口密度の要件 

・ プラットフォームにおいて方面別に再編を実施する場合は、このサービス水準や地域の実態（周辺施設や公

共交通利用の状況など）を総合的に勘案して運行ダイヤ等を検討する。 

また、サービス水準は、今後、人口動態などの前提条件や運賃体系の状況などの変化を踏まえて見直す場

合がある。 

・ ピーク時については、必要となる輸送量を踏まえながらサービス水準の設定を別途検討する。 

立地適正化計画における区域区分とネットワーク軸 

都市計画区域 

市街化区域 

高次都市機能誘導区域（都心型） 

高次都市機能誘導区域（広域拠点型） 

都市機能誘導区域（地域拠点型） 

都市機能誘導区域（一般地域型） 

居住誘導区域（都市機能誘導区域と重

複する部分を除く） 

凡例 

幹線 

準幹線 

横川 

西広島駅 
周辺 

宇品 
出島 

古市 

大町 
緑井 

西風新都 

五日市 

井口・ 船越 

高陽 

可部 

都心 

商工センター 

※都心以外の地区表記は都市計画マスタープランの拠点地区を示す 

下図出典：広島市立地適正化計画（平成 31年 1月作成） 

から 5km 

から 10km 

から 1５km 

から 20km 

別紙（広島市作成） 

6‐(12) 



 

 

 

 

 

 

労働環境・雇用情勢の変化や効果検証などを踏まえて、必要な改善を図りながら、国や市と連

携した人材確保・定着の取組を継続的に展開します。 

外国人バス運転者の受け入れ拡大に向けて、市や関係機関の協力を得ながら、共同で進める

べき環境整備に取り組みます。 

 

■ 実施スケジュール 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■ 概算事業費 

   

 

 

 

 

 

  

戦略４ 運転者の安定的確保やリソースの共有等による経営の安定化 

運転者の安定的確保 

人材確保・定着の状況に応じて改善を図りながら継続的に展開 

取組の立ち上げ 
（人材確保・定着） 

・運転体験会や企業

説明会等の開催 

・運転者の職場環境

改善 

20 万円 

・運転体験会や企業説

明会等の開催 

500 万円 

・運転体験会や企業

説明会等の開催 

・バス教習車両の 

改修 

100 万円          100 万円 

・運転体験会や企業説明会等の開催 

など 

取組方針の検討 
（外国人の受け入れ） 

企画立案 準備が整ったものから段階的に実施 

500 万円 

・運転体験会や企業

説明会等の開催 

・バス教習車両の 

改修 

令和７年度 令和８年度 令和１０年度 令和９年度 令和１１年度 

令和７年度 令和８年度 令和１０年度 令和９年度 令和１１年度 

各社の取組状況の

把握と今後の方向

性の整理 

➤ 外国人の受け入れについては、行政による既存の外国人労働者支援制度の活用やプラットフォームによる働きやす

い環境づくりの実施などの支援を併せて行うことになる（研修、環境整備、生活支援など）。 

自衛隊員向け運転体験会の開催 ハローワーク等と連携した求職者向け説明会の開催 
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（１） インフラの共同化等 

基幹バスを中心に、運転者・車両の相互活用による経営効率化を進めます。 

また、基幹バスや再編路線等を対象に、車庫・休憩施設等の共同利用を進めます。 

 

■ 実施スケジュール 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■ 概算事業費 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

リソースの共有等 重点取組 

基幹バスにおける運転者・車

両の相互活用の実施 

基幹バスにおけるインフラ共同化 

の企画立案 

取組方針の検討 

・運転者・車両の

相互活用に向け

た事例調査と課

題の整理 

 

・施設等の共同利

用の進め方検討 

・管理の受委託による運転者・車両の相互

活用の具体的検討及び国との調整 

・施設等の共同利用の具体的検討 

路線再編等に合わせた施設等の 

共同利用の実施 

・車庫や休憩施設等の共同利用 

施設等の共同利用の本格化 

1 億 4，600 万円 

・休憩施設の改修 

（先行実施） 

・EV バス購入等 

1 億 6，000 万円 

・EV バス購入等 

2 億 5,500 万円  2 億 5,500 万円 

・休憩施設等の改修 

・EV バス購入等 

EV バス車両のリース等 

2 億 5,500 万円 

・休憩施設等の改修 

・EV バス購入等 

（未計上） 

・基幹バスの共同化

に伴う施設やシス

テム等の改修準

備・設計 

（未計上） 

・基幹バスの共同化に伴う施設やシステ

ム等の改修 

令和７年度 令和８年度 令和１０年度 令和９年度 令和１１年度 

令和７年度 令和８年度 令和１０年度 令和９年度 令和１１年度 

実証運行路線で

の先行実施 

令和７年度にリースを開始した EV バス 車庫の共同利用（広島電鉄温品車庫） 
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（２） 業務の共同化 

運転者教育及び物品類の調達業務について、調整が整ったものから順次共同化を進めま

す。 

また、基幹バスを中心に、その他バックオフィス業務についても共同化を目指します。 

 

■ 実施スケジュール 
 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■ 概算事業費 
 
 

 

 

 

 

 

  

共同化の拡大 取組方針の検討 

・運転者教育の共

同化及び共同調

達の内容検討 

 

・その他バックオフ

ィス業務共同化の

進め方検討 

 

企画立案 

・運転者教育のカ

リキュラムや実

施スキーム等の

検討 

・先行実施する共

同調達の実施ス

キーム等の検討 

・その他バックオ

フィス業務共同

化の内容検討

（基幹バスを中

心に） 

共同化の先行実施 

・基礎的な運転者

教育の共同実施 

 

・参加可能事業者

による共同調達 

その他バックオフィス

業務共同化の実施準備

（基幹バスを中心に） 

・基幹バス運転者に対するより高度

な教育の共同実施 

 

・共同調達の品目及び参加事業者の

拡大 

 

・基幹バスに係るバックオフィス業務

の共同化 

（未計上） 

・令和８年度の企画立案で決定した業務の共同化の実施 

令和７年度 令和８年度 令和１０年度 令和９年度 令和１１年度 

令和７年度 令和８年度 令和１０年度 令和９年度 令和１１年度 

9 

＜業務の共同化の参考事例＞ 

令和７年度に制度化された事業者間遠隔点呼のイメージ 

（国土交通省資料より） 



 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

■ 実施スケジュール 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■ 概算事業費 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

企画立案 

（ブランディング） 

 

 戦略５ 利用者とのコミュニケーションの強化による信頼関係の構築 

令和７年度 

取組方針の 

検討 

・広報に関する現

状と課題の把握

（調査等の実施） 

・目指すべき姿の

実現に向けた広

報活動の方向性

の検討 

実施準備 

（新たな情報発信） 

令和８年度 

基幹バスのブランド化

に向けた取組内容の決

定 

・デザインや利用者サー

ビス等に係るコンセプ

ト及び対象範囲の決定 

・広報媒体（ウェブサイ

ト等）の企画立案と

構築 

新たな情報発信策を順次実施 

・ウェブサイトや広報紙等によるバス情報の発信 

・共同の取組に合わせた効果的な利用促進・イメージアップ活

動の実施 

・広報活動等に協力いただけるパートナーシップ企業やサポ

ーターの募集 

令和１０年度 

令和７年度 

200 万円 

バス利用に関する

意識調査（業務委

託） 

調査（業務委託） 

令和８年度 

220 万円 

広報媒体構築 

（業務委託） 

100 万円 

令和１０年度 

車両 

車両や待合空間、シンボル

マークなどへのトータルデ

ザインを採用 

 

＜ブランディングの参考事例＞

名古屋 SRT 
シンボルマーク 待合空間 

➤ 情報発信については、市による公共交通の利用促進策等と一体的に展開し、効果を高めることとする。 

ウェブサイト保守、

広報紙発行（業務

委託） 

（未計上）  

基幹バスのブランド化の実施 

令和９年度 令和１１年度 

令和９年度 令和１１年度 

バスデジタルス

タンプラリーの

開催に合わせた

アンケート調査

を先行実施 

100 万円 

ウェブサイト保守、

広報紙発行（業務

委託） 

100 万円 

ウェブサイト保守、

広報紙発行（業務

委託） 

基幹バスのブランド化の

段階的実施 

利用者ニーズに基づくサービスの改善 

情報発信の強化 

共同の取組の実施に合わせたアンケート調査の実施など、様々な機会を捉えて積極的に利用者

のニーズを収集し、バスサービスの改善をタイムリーに展開します。 

利用者のニーズを捉えた戦略的な広報活動を実施します。その一環として、「基幹バス」において、

デザイン性や利用者サービスの向上などによるブランドの構築を目指します。  

 

（未計上）  

基幹バスのデザイン

検討等（業務委託） 

実施準備 

（ブランディング） 

・具体的なデザイ

ン等の決定 
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広島市と連携してレベル４での自動運転の早期実現を図るとともに、先行事例を踏まえた他

地区への展開を検討します。 
 
■ 実施スケジュール 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
■ 概算事業費 
 
  

 

 

 

 

 

 
 
本計画に掲げる取組を確実に進めるために、災害など不測の事態への対応も考慮しながら、

バス事業者間で積極的な連携強化を図っていきます。 

 

戦略６ 
将来を見据えた新技術等の導入と災害時等におけるレジリエントな
システムの構築 
 

 レベル２での 

実証運行 

５，000 万円 

・実証運行の実施 

（可部循環線） 

1 億 5，200 万円 

・実証運行の実施 

（可部循環線） 

・技術的課題の

整理 

・データの取得 

など 

レベル２での 

実証運行 

・技術的課題への

対策後の実証 

・レベル４認可 

申請の準備 

 など 

レベル４での運行   

1 億 5，300 万円 

・実証運行の実施 

 （可部循環線） 

（未計上） 

・実証運行の実施 

 （他地区の路線） 

レベル４相当 

での実証運行 

 

レベル４認可取得 

レベル４での運行

開始 

事業者間での知見等の共有と先行事例を踏まえたうえでの他地区への展開 

令和７年度 令和８年度 令和１０年度 令和９年度 令和１１年度 

令和７年度 令和８年度 令和１０年度 令和９年度 令和１１年度 

交通DX の推進 

レジリエントなシステムの構築 

運行ルートの拡大 

自動運転バスの実証運行（可部循環線） EV バス充電器の共同利用（広島バス大州営業所） 
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令和７年度 令和8年度 令和9年度 令和10年度 令和11年度

年度計 ２億３,６90万円 年度計 ４億２,６６０万円 年度計 ５億３,４０0万円 年度計 ３億６,８０0万円 年度計 ３億２,3０0万円

全体スケジュール

■ バス停の乗継環境・待合環境の改善

■ 定時性・速達性の向上

■ 運賃設定の多様化による潜在的な需要の掘

り起こしと利用促進

■ バス事業者間や他の交通モードとの連携に

よる全体最適なバスネットワーク等の構築

■ 運転者の安定的確保

■ 自動運転バスレベル４での運行の早期実現

利用者目線での徹底した利便性向上

潜在的あるいは新たな移動需要の掘り
起こしと利用促進

需要に応じたサービスを安定的に供給
できる持続可能なバスネットワークの
構築

運転者の安定的確保やリソースの共有
等による経営の安定化

利用者とのコミュニケーションの強化
による信頼関係の構築

将来を見据えた新技術等の導入と災
害時等におけるレジリエントなシステ
ムの構築

１

2

3

4

5

■ 情報発信の強化

6

■ リソースの共有等

・都心部のバス停の集約・ストレート化
及び空間整備等を進める

・「基幹バス」の主要なバス停の空間整
備及び情報発信を推進する

実施準備 新たな運賃制度の段階的な導入と効果検証

短期の利用促進策を順次実施（こども向けの夏休みフリーパスの販売、乗継利用者向けの割引サービスなど）

新たな運賃制度の企画立案

「方面別の運行適正化」の推進

運賃プール制の設計

「基幹バスのサービス共通化」の企画立案

一部路線への運賃プール制の導入

実施準備 「基幹バスのサービス共通化」の実施

「共同運行路線の拡充」の企画立案 「共同運行路線の拡充」の実施

基幹バスにおけるインフラ共同化の企画立案

路線再編に合わせた施設等の共同利用の実施

基幹バスにおける運転者・車両の相互活用の実施

施設等の共同利用の本格化

共同化の拡大
共同化の先行実施

業務の共同化の企画立案

新たな情報発信の実施準備

「基幹バス」のブランド化の段階的実施

レベル４での運行 運行ルートの拡大

事業者間での知見等の共有と先行事例を踏まえたうえでの他地区への展開

レベル２での実証運行

１億６,６１0万円

１,200万円

2億6,５00万円

1０億８,３20万円

720万円

３億5,500万円

外国人受け入れに係る企画立案 準備が整ったものから段階的に実施

■ 他分野や他の交通モードとの連携による新

たな需要の掘り起こしと利用促進

取組方針の検討

ゾーン運賃やダイナックプライシングなど新た
な運賃制度の導入に向けた中長期的な取組
と短期の取組を順次実施する

取組方針の検討

取組方針の検討

レベル２での実証運行（レベル４での運行に向けた準備）

取組の実施 （バス事業者主体で行う運行適正化など）

・ニーズを捉えた戦略的な広報活動を実施する

・「基幹バス」において、デザイン性や利用者サー
ビスの向上などによるブランドの構築を目指す

EVバス車両のリース等

「人材の確保・定着」の取組

取組方針の検討

・外国人運転者の受け入れ拡大に向けた環境
整備に取り組む

新たな情報発信策を順次実施(ウェブサイトや広報紙等によるバス情報の発信など)

試行と修正設計
バスネットワークの将来イメージの共有

中心部での新たな循環線等の導入など「共同
運行路線の拡充」及び「基幹バスのサービス
共通化」などに取り組む

定時性・速達性向上策の
企画立案

・運行便数の適正化などの推進及び道
路環境整備の早期実現に取り組む

・「基幹バス」などについて、運転者・車両の相
互活用や車庫や休憩施設等の共同利用を進
める

・運転者教育及び物品類の調達業務について
可能なものから順次共同化を進める

合計１８億８,８５0万円

喫緊の再編方針の整理
高陽地区で実証運行を実施

広島バス２９号線の本格運行化

ブランディングの企画立案 実施準備

「各取組の実施スキームの確立」と「短期的な取組の稼働」 「短期的な取組の本格化」と「将来を見据えた中長期的な取組の段階的実施」

バックオフィス業務共同化の実施準備

取組の実施 （交通管理者や道路管理者が実施主体となる道路環境整備））

※概算事業費については、プラットフォームが実施する取組のみを計上し、道路管理者等が実施するものや個社の取組は含んでいない。また、現時点で検討の途中段階にある取組は未計上としている。

バス停集約の実施

具体策の企画立案等方針検討等 取組の実施

（凡例）

情報発信の実施 （わかりやすい時刻表や路線図の掲示など）

ストレート化の検討と空間整備の
企画立案

ストレート化の実施 （道路管理者が実施主体）

空間整備の実施 （上屋・ベンチ等の設置など）

全扉降車の試行実施
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